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１ 事業の概要 

事 業 名 

北はりま特別支援学校の狭隘化対策 

（北はりま特別支援学校の分校整備事

業） 

総 事 業 費 

（ 概 算 ） 
９９６，００２千円 

Ｒ８年度当初

予算計上額 

６２，２２６千円 

（基本・実施設計） 

 

所 在 地 加東市上三草１１８ 

事業目的 
 

北はりま特別支援学校の児童生徒数が増加しており、特別教室の普通教室への転用や仮設校

舎の設置など、応急的に狭隘化対策を行ってきた。 

しかし、在籍児童生徒数は引き続き増加すると見込まれており、現有の学校敷地内では、校

舎の新増築が困難なことから、分校の新設を検討してきた。 

北はりま特別支援学校の狭隘化の解消を図るために、北はりま特別支援学校の分校を整備

する。 

 

○児童生徒数の推移（訪問学級の児童生徒を除く）               （人） 

 

 

 

※H25.12仮設校舎設置（受入規模85人→130人） 

 

事業内容 
 

旧加東市立三草小学校（令和６年度末閉校）の既存校舎（昭和60年築）を改修し、県立

北はりま特別支援学校の分校として整備する。 

 

（１）整備概要 

・所 在 地：加東市上三草１１８（旧加東市立三草小学校） 

・敷地面積： 27,335㎡（ただし、茶畑部分を除く） 無償貸与（予定） 

・延床面積：  2,908㎡ 無償譲渡（予定） 

・受入規模：約40人 

・障害種別：知的障害 

・設置学部：小・中学部（通学区域は加東市） 

 

（２）事業費 

 

 

 

 

 

区分 主な内容 事業費

設計管理費等 基本設計・実施設計等 65,159千円

既存校舎改修費 既存校舎の改修（長寿命化改修、教室配置の変更等） 930,843千円

計 996,002千円



 

事業スケ

ジュール 

  

令和７年度   「兵庫県立特別支援学校整備推進計画」策定 

※具体的取組として当該事業を記載 

令和８～９年度  校舎等基本設計・実施設計 

令和９～10年度  既存校舎改修工事 

令和11年度    分校開校 

 

 

 

 

 

 

２ 基準に基づく評価 

項  目 説               明  

必 要 性  
 

○学校規模の適正化 

北はりま特別支援学校の敷地は狭く、現校舎（仮設校舎含む）の延床面積では国が定め

る特別支援学校設置基準を満たしていない。 

在籍児童生徒数の増加により狭隘化しており、教育活動に支障が生じている。 

また、敷地内にスクールバスを駐車するスペースがなく、民間地を借り上げ駐車してい

る状況である。 

そのため、開校後10年間は狭隘化の問題が生じないように児童生徒数の推移を見据えな

がら、小学校跡施設を活用し、分校を整備する。（※） 

 

（※）過去、狭隘化対策として新設した特別支援学校では、開校後も生徒数の増加が継

続している。開校時に狭隘化率が100%未満となるよう整備していたが、狭隘化対

策の後、すぐに想定受入規模を超え、再度の対策が必要となっている状況がある

ため。 

 

有効性・ 

効率性 

 

○有効性 

分校を整備することにより、同校の狭隘化が解消し、安全・安心で良好な教育環境を確

保することができる。また、狭隘化の解消に伴い、個別指導のための教室を確保すること

が可能である。 

なお、加東市は、小学校跡施設を県等が公共利用することを想定していることから、地

元理解はすでに得られている。 

 

○効率性 

・加東市から土地・建物の無償提供を受けることで、事業費の抑制が図られ、また、既存

校舎の改修であり、新築より安価に整備が可能である。 

（R8年度 新築単価：312,550円/㎡、改修単価：141,600円/㎡） 

・旧三草小学校は１階建ての平屋校舎のため、エレベーターの設置が不要であり、段差解

消のための改修済で土地造成工事も不要である。 

・三草小学校は令和６年度末に閉校しており、現在無人状態であり、教育活動に配慮した

工事手法の検討が不要である。 

・加東市立学校給食センターから給食提供を受ける予定であり、給食調理に係る設備が不

要である。 

区分 Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１

旧三草小学校
改修 設計(入札含む) ★

分校開校

通学区域変更

改修工事(移転作業含む)



 

環境適合

性 

 

先行事例も参考にしながら、太陽光発電設備、省エネ性能の高い空調設備、LEDの導入

等により、環境に配慮した施設整備を図る。 

 

【参考】直近の特別支援学校整備事例 

○むこがわ特別支援学校（令和７年度新校舎供用開始） 

 太陽光発電、空調設備、LEDの導入 

○川西カリヨンの丘特別支援学校（令和６年度開校） 

 太陽光発電、空調設備、LEDの導入 

 

優 先 性 
 

本県においては、全国と同様、県立知的障害特別支援学校に在籍する幼児児童生徒数の増加

が著しく、それに伴い狭隘化が生じており、その解消が喫緊の課題となっている。 

県立特別支援学校の狭隘化対策として、直近では川西カリヨンの丘特別学校（R6）、むこが

わ特別支援学校（R7供用開始）を整備した。 

また、令和９年度に但馬、東播磨地域における特別支援学校の整備（開校、供用開始）が完

了する見込みである。 

しかしながら、北播磨地域、神戸地域、中播磨地域においても狭隘化が進行しているため、

令和７年度に「兵庫県立特別支援学校整備推進計画」を新たに策定し、地域の実情に応じて、

条件が整った個別計画から順次、整備を具体化していく。 

まずは、北播磨地域において、旧加東市立三草小学校を活用した分校整備により、北はりま

特別支援学校の狭隘化が解消されるとともに、教育活動の充実を図ることができる。 

 

 

３ 審査会意見 

審 査 会 

意  見 
事業の必要性、有効性が認められ、整備することは妥当である。 

 


